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平成 30 年 ３ 月 27 日（火曜日）　号外　第 ８ 号

本号で公布された条例のあらまし

条　　　　　例

◎　宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第27号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　県立病院の分娩

べん

料の上限額を改めるため、所要の改正を行うこととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、平成30年７月１日から施行することとしました。

◎　後期研修医研修資金貸与条例の一部を改正する条例（条例第28号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　宮崎県産科専門医研修資金貸与条例の制定及び宮崎県小児科専門医師研修資金貸与条例の改正に伴い、所要の改正を行うこ
　　ととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。

◎　市町村立学校職員の給与等に関する条例及び県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第29号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　平成29年度の義務教育費国庫負担金の算定方法の見直し等を踏まえ、教員特殊業務手当の改正を行うこととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。

◎　宮崎県監査委員条例の一部を改正する条例（条例第30号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行うこととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、一部の規定を除き、平成30年４月１日から施行することとしました。

◎　警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第31号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　自動車保管場所証明通知申請手数料等の新設及び運転免許試験手数料等の見直しに伴い、所要の改正を行うこととしました
　　。
　２　施行期日
　　　この条例は、一部の規定を除き、平成30年４月１日から施行することとしました。

　条例………………………………………………………（病院局）２
○市町村立学校職員の給与等に関する条例及び県
　立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
　を改正する条例…………………………………………（教育庁）２
○宮崎県監査委員条例の一部を改正する条例……（監査事務局）３
○警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改
　正する条例……………………………………………（警察本部）３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　条　　　例
○宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部
　を改正する条例…………………………………………（病院局）２
○後期研修医研修資金貸与条例の一部を改正する
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　宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成30年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第27号
　　　宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　宮崎県立病院事業の設置等に関する条例（昭和41年宮崎県条例第44号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第２（第６条関係）

　　［略］

別表第２（第６条関係）

　　［略］

料　金　等 単　位 金　　　　　額
　［略］
３　分娩

べん

料 １児につき 20万円を超えない範囲内にお
いて管理者が定める額

　［略］

料　金　等 単　位 金　　　　　額
　［略］
３　分娩

べん

料 １児につき 23万円を超えない範囲内にお
いて管理者が定める額

　［略］

　　　附　則
　この条例は、平成30年７月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　後期研修医研修資金貸与条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成30年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第28号
　　　後期研修医研修資金貸与条例の一部を改正する条例
　後期研修医研修資金貸与条例（平成25年宮崎県条例第15号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　附　則
　この条例は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市町村立学校職員の給与等に関する条例及び県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成30年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第29号
　　　市町村立学校職員の給与等に関する条例及び県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
　（市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正）
第１条　市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和32年宮崎県条例第26号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（貸与の対象者）
第３条　後期研修医研修資金の貸与を受けることができる者は、初
　期臨床研修を修了後、大学講座のうち管理者が定めるものに在籍
　して後期臨床研修を受ける者で、後期研修医研修資金の貸与を受
　ける期間を満了した後、県立日南病院又は県立延岡病院において
　医師の業務に従事しようとするものとする。ただし、次に掲げる
　者を除く。
　（１）　［略］
　（２）　宮崎県小児科専門医師研修資金貸与条例（平成20年宮崎県
　　条例第25号）に基づき医師研修資金の貸与を受けている者又は
　　受けた者でその返還の免除の要件に該当しないもの

　（３）　前２号に掲げるもののほか、これらに類するものとして管
　　理者が定める者

　（貸与の対象者）
第３条　後期研修医研修資金の貸与を受けることができる者は、初
　期臨床研修を修了後、大学講座のうち管理者が定めるものに在籍
　して後期臨床研修を受ける者で、後期研修医研修資金の貸与を受
　ける期間を満了した後、県立日南病院又は県立延岡病院において
　医師の業務に従事しようとするものとする。ただし、次に掲げる
　者を除く。
　（１）　［略］
　（２）　宮崎県小児科専門医研修資金貸与条例（平成20年宮崎県条
　　例第25号）に基づき研修資金の貸与を受けている者又は受けた
　　者でその返還の免除の要件に該当しないもの
　（３）　宮崎県産科専門医研修資金貸与条例（平成30年宮崎県条例
　　第14号）に基づき研修資金の貸与を受けている者又は受けた者
　　でその返還の免除の要件に該当しないもの
　（４）　前３号に掲げるもののほか、これらに類するものとして管
　　理者が定める者
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改正前 改正後
　（特殊勤務手当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第４条　［略］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２～４　［略］
５　前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる
　額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（１）・（２）　［略］
　（３）　前項第２号の業務　 4,250円
　（４）　前項第３号の業務　 4,250円
　（５）　前項第４号の業務　 3,000円

６・７　［略］　

　（特殊勤務手当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第４条　［略］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２～４　［略］　
５　前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる
　額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（１）・（２）　［略］
　（３）　前項第２号の業務　 5,100円
　（４）　前項第３号の業務　 5,100円
　（５）　前項第４号の業務のうち、従事した時間が３時間以上であ
　　るもの　 3,000円
　（６）　前項第４号の業務のうち、従事した時間が２時間以上３時
　　間未満であるもの　 2,000円
６・７　［略］　

　（県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）
第２条　県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和34年宮崎県条例第10号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（教員特殊業務手当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第５条　［略］
２　前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる
　額とする。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　前項第２号の業務　 4,250円
　（４）　前項第３号の業務　 4,250円
　（５）　前項第４号の業務　 3,000円

　（６）　［略］

　（教員特殊業務手当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第５条　［略］
２　前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる
　額とする。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　前項第２号の業務　 5,100円
　（４）　前項第３号の業務　 5,100円
　（５）　前項第４号の業務のうち、従事した時間が３時間以上であ
　　るもの　 3,000円
　（６）　前項第４号の業務のうち、従事した時間が２時間以上３時
　　間未満であるもの　 2,000円
　（７）　［略］　

　　　附　則
　この条例は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県監査委員条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成30年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第30号
　　　宮崎県監査委員条例の一部を改正する条例
　宮崎県監査委員条例（昭和39年宮崎県条例第42号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（議員のうちから選任する監査委員の数）
第２条　法第 196条第１項の規定により、議員のうちから選任する
　監査委員の数は、２人とする。
　（請求又は要求による監査）
第６条　法第75条第１項、法第98条第２項及び法第 242条第１項の
　規定による請求に基づく監査並びに法第 199条第６項及び第７項
　、法第 235条の２第２項並びに法第 243条の２第３項の規定によ
　る要求に基づく監査は、請求又は要求があった日から15日以内に
　始めるものとする。

　（議員のうちから選任する監査委員の数）
第２条　法第 196条第１項及び第６項の規定により、議員のうちか
　ら選任する監査委員の数は、２人とする。
　（請求又は要求による監査）
第６条　法第75条第１項、法第98条第２項及び法第 242条第１項の
　規定による請求に基づく監査並びに法第 199条第６項及び第７項
　、法第 235条の２第２項並びに法第 243条の２の２第３項の規定
　による要求に基づく監査は、請求又は要求があった日から15日以
　内に始めるものとする。

　　　附　則
　この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、平成32年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
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　　平成30年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第31号
　　　警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例
　警察関係使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（手数料）
第３条　法令、条例等の規定に基づく申請その他の行為（次項並び
　に附則第２項及び第４項において「申請等」という。）により次
　の各号に掲げる事務の実施を求める者は、それぞれ当該各号に掲
　げる名称の手数料を納めなければならない。
　（１）～（65）の２　［略］
　（66）　道交法第 101条の３第１項ただし書の規定に基づく道路交
　　通法施行令（昭和35年政令第 270号）第37条の６に規定する講
　　習　特定任意講習手数料
　（66）の２・（66）の３　［略］
　（67）・（68）　［略］

　（69）～（69）の４　［略］
　（70）　自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第
　　 145号）第４条第１項の規定に基づく自動車の保管場所の証明
　　の申請に対する審査　自動車保管場所証明申請手数料

　（71）　自動車の保管場所の確保等に関する法律第６条第１項（同
　　法第７条第２項（同法第13条第４項及び附則第８項において準
　　用する場合を含む。）、第13条第４項及び附則第８項において
　　準用する場合を含む。）の規定に基づく自動車の保管場所標章
　　の交付　自動車保管場所標章交付手数料

　（72）　［略］
２～５　［略］
別表第２（第３条関係）

　（手数料）
第３条　法令、条例等の規定に基づく申請その他の行為（次項並び
　に附則第２項及び第４項において「申請等」という。）により次
　の各号に掲げる事務の実施を求める者は、それぞれ当該各号に掲
　げる名称の手数料を納めなければならない。
　（１）～（65）の２　［略］

　（66）・（66）の２　［略］
　（67）・（68）　［略］
　（68）の２　道交法第 108条の２第２項に規定する講習　特定任意
　　講習手数料
　（69）～（69）の４　［略］
　（70）　自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第
　　 145号）第４条第１項本文の規定に基づく自動車の保管場所の
　　証明書の交付の申請に対する審査　自動車保管場所証明書交付
　　申請手数料
　（71）　自動車の保管場所の確保等に関する法律第４条第１項ただ
　　し書の規定に基づく自動車の保管場所の証明の通知に係る申請
　　に対する審査　自動車保管場所証明通知申請手数料
　（72）　自動車の保管場所の確保等に関する法律第６条第１項（同
　　法第７条第２項（同法第13条第４項及び附則第８項において準
　　用する場合を含む。）、第13条第４項及び附則第８項において
　　準用する場合を含む。）の規定に基づく自動車の保管場所標章
　　の交付（同法第４条第１項ただし書の政令で定める通知を行っ
　　たときを除く。）　自動車保管場所標章交付手数料
　（73）　自動車の保管場所の確保等に関する法律第６条第１項の規
　　定に基づく自動車の保管場所標章の交付（同法第４条第１項た
　　だし書の政令で定める通知を行ったときに限る。）　自動車保
　　管場所証明通知申請に係る保管場所標章交付手数料
　（74）　［略］
２～５　［略］
別表第２（第３条関係）

手 数 料 　 区 　 　 　 分 　 単位 金　　　額 備　　　　考

　［略］

７　警備

　員指導

　教育責

　任者資

　格者証

　書換え

　手数料

 ［略

］

2,000円

　［略］

12　機械

　警備業

　務管理

 ［略

］

2,000円

手 数 料 　 区 　 　 　 分 　 単位 金　　　額 備　　　　考

　［略］

７　警備

　員指導

　教育責

　任者資

　格者証

　書換え

　手数料

 ［略

］

1,800円

　［略］

12　機械

　警備業

　務管理

 ［略

］

1,800円
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　者資格

　者証書

　換え手

　数料

　［略］

13の４　

　探偵業

　変更届

　出証明

　書交付

　手数料

 ［略

］

1,500円

13の５　

　探偵業

　届出証

　明書再

　交付手

　数料

 ［略

］

1,000円

　［略］

18　風俗

　営業所

　構造又

　は設備

　変更承

　認申請

　手数料

 ［略

］

11,000円

　［略］

20　特例

　風俗営

　業者認

　定申請

　手数料

 ［略

］

15,000円 風営法第10

条の２第１

項の規定に

基づく特例

風俗営業者

の認定の申

請を行う者

が同時に他

の同項の規

定に基づく

認定を受け

ようとする

場合におけ

る当該他の

同項の規定

に基づく認

定の申請に

係る手数料

の額は、１

万 1,700円

とする。

　［略］

27の５　

　特定遊

　興飲食

　店営業

　許可申

　請手数

　［略］ １　許可の

　申請を行

　う者が同

　時に他の

　風営法第

　31条の22

　者資格

　者証書

　換え手

　数料

　［略］

13の４　

　探偵業

　変更届

　出証明

　書交付

　手数料

 ［略

］

1,600円

13の５　

　探偵業

　届出証

　明書再

　交付手

　数料

 ［略

］

1,100円

　［略］

18　風俗

　営業所

　構造又

　は設備

　変更承

　認申請

　手数料

 ［略

］

9,900円

　［略］

20　特例

　風俗営

　業者認

　定申請

　手数料

 ［略

］

13,000円 風営法第10

条の２第１

項の規定に

基づく特例

風俗営業者

の認定の申

請を行う者

が同時に他

の同項の規

定に基づく

認定を受け

ようとする

場合におけ

る当該他の

同項の規定

に基づく認

定の申請に

係る手数料

の額は、10

,000円とす

る。

　［略］

27の５　

　特定遊

　興飲食

　店営業

　許可申

　請手数

　［略］ １　許可の

　申請を行

　う者が同

　時に他の

　風営法第

　31条の22
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　料 　の規定に

　基づく許

　可の申請

　を行う場

　合におけ

　る当該他

　の同条の

　規定に基

　づく許可

　の申請に

　係る手数

　料の額は

　、それぞ

　れ金額の

　欄に定め

　る額から

　 8,000円

　を減じた

　額とする

　。　　　

２　［略］

　［略］

28　質屋

　営業許

　可申請

　手数料

 ［略

］

25,000円

　［略］

39　国際

　競技に

　参加す

　る外国

　人に対

　する銃

　砲又は

　刀剣類

　所持許

　可申請

　手数料

 ［略］ 銃刀法第６

条第１項の

規定に基づ

く許可の申

請を行う者

が同時に他

の同項の規

定に基づく

許可の申請

を行う場合

における当

該他の同項

の規定に基

づく許可の

申請に係る

手数料の額

は、 1,600

円とする。

　［略］

41　銃砲

　又は刀

　剣類所

　持許可

　証再交

　付手数

　料

 ［略

］

2,200円

　［略］

　料 　の規定に

　基づく許

　可の申請

　を行う場

　合におけ

　る当該他

　の同条の

　規定に基

　づく許可

　の申請に

　係る手数

　料の額は

　、それぞ

　れ金額の

　欄に定め

　る額から

　 8,700円

　を減じた

　額とする

　。　　　

２　［略］

　［略］

28　質屋

　営業許

　可申請

　手数料

 ［略

］

22,000円

　［略］

39　国際

　競技に

　参加す

　る外国

　人に対

　する銃

　砲又は

　刀剣類

　所持許

　可申請

　手数料

 ［略］ 銃刀法第６

条第１項の

規定に基づ

く許可の申

請を行う者

が同時に他

の同項の規

定に基づく

許可の申請

を行う場合

における当

該他の同項

の規定に基

づく許可の

申請に係る

手数料の額

は、 1,800

円とする。

　［略］

41　銃砲

　又は刀

　剣類所

　持許可

　証再交

　付手数

　料

 ［略

］

1,900円

　［略］
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45　火薬

　類運搬

　証明書

　交付手

　数料

 ［略

］

2,400円

　［略］

50　核燃

　料物質

　等運搬

　証明書

　書換え

　手数料

 ［略

］

4,600円

　［略］

53の６　

　駐車監

　視員資

　格者証

　再交付

　手数料

 ［略

］

2,000円

　［略］

56　運転

　免許試

　験手数

　料

大型自動車免許、中型自動

車免許又は準中型自動車免

許に係る試験（道交法第97

条の２第１項第１号又は第

２号に該当して同項の規定

の適用を受ける場合に限る

。）

 ［略

］

1,600円

　［略］

大型自動車免許、中型自動

車免許又は準中型自動車免

許に係る試験（道交法第97

条の２第１項の規定の適用

を受けない場合に限る。）

同 4,400円 道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 7,050円

とする。

　［略］

普通自動車免許に係る試験

（道交法第97条の２第１項

第３号又は第５号に該当し

て同項の規定の適用を受け

る場合に限る。）

同 1,850円

普通自動車免許に係る試験 同 2,200円 道交法第97

45　火薬

　類運搬

　証明書

　交付手

　数料

 ［略

］

2,100円

　［略］

50　核燃

　料物質

　等運搬

　証明書

　書換え

　手数料

 ［略

］

5,400円

　［略］

53の６　

　駐車監

　視員資

　格者証

　再交付

　手数料

 ［略

］

1,800円

　［略］

56　運転

　免許試

　験手数

　料

大型自動車免許、中型自動

車免許又は準中型自動車免

許に係る試験（道交法第97

条の２第１項第１号又は第

２号に該当して同項の規定

の適用を受ける場合に限る

。）

 ［略

］

1,550円

　［略］

大型自動車免許、中型自動

車免許又は準中型自動車免

許に係る試験（道交法第97

条の２第１項の規定の適用

を受けない場合に限る。）

同 4,100円 道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験（以下「

技能試験」

という。）

を公安委員

会が提供す

る自動車（

以下「試験

車」という

。）を使用

して受ける

場合にあっ

ては、 6,6

00円とする

。

　［略］

普通自動車免許に係る試験

（道交法第97条の２第１項

第３号又は第５号に該当し

て同項の規定の適用を受け

る場合に限る。）

同 1,900円

普通自動車免許に係る試験 同 2,550円 技能試験を
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（道交法第97条の２第１項

の規定の適用を受けない場

合に限る。）

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 3,100円

とする。

　［略］

特定第一種運転免許又は大

型特殊自動車第二種免許若

しくは牽
けん

引第二種免許に係

る試験（道交法第97条の２

第１項の規定の適用を受け

ない場合に限る。）

同 2,950円 道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 4,500円

とする。

小型特殊自動車免許又は原

動機付自転車免許に係る試

験（道交法第97条の２第１

項の規定の適用を受ける場

合に限る。）

同 1,850円

　［略］

大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

試験（道交法第97条の２第

１項第２号に該当して同項

の規定の適用を受ける場合

に限る。）

同 1,750円

　［略］

大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

試験（道交法第97条の２第

１項の規定の適用を受けな

い場合に限る。）

同 4,550円 道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 7,650円

とする。

　［略］

（道交法第97条の２第１項

の規定の適用を受けない場

合に限る。）

試験車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 3

,350円とす

る。

　［略］

特定第一種運転免許又は大

型特殊自動車第二種免許若

しくは牽
けん

引第二種免許に係

る試験（道交法第97条の２

第１項の規定の適用を受け

ない場合に限る。）

同 2,600円 技能試験を

試験車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 4

,050円とす

る。　

小型特殊自動車免許又は原

動機付自転車免許に係る試

験（道交法第97条の２第１

項の規定の適用を受ける場

合に限る。）

同 1,900円

　［略］

大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

試験（道交法第97条の２第

１項第２号に該当して同項

の規定の適用を受ける場合

に限る。）

同 1,700円

　［略］

大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

試験（道交法第97条の２第

１項の規定の適用を受けな

い場合に限る。）

同 4,800円 技能試験を

試験車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 7

,650円とす

る。

　［略］
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仮運転免許に係る試験（道

交法第97条の２第１項の規

定の適用を受けない場合に

限る。）

同 2,850円 道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 4,400円

とする。

56の２　

　運転技

　能検査

　手数料

大型自動車仮運転免許、中

型自動車仮運転免許又は準

中型自動車仮運転免許を受

けている者に対する道交法

第89条第３項の規定による

検査

 ［略

］

4,050円 公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 6

,700円とす

る。

普通自動車仮運転免許を受

けている者に対する道交法

第89条第３項の規定による

検査

同 3,850円 公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 4

,750円とす

る。

57　審査

　手数料

 ［略

］

1,450円 公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 3

,000円とす

る。

58　運転

　免許証

　交付手

　数料

　［略］

仮運転免許に係る免許証 同 1,100円

59　運転

　免許証

　再交付

　手数料

　［略］

仮運転免許に係る免許証 同 1,100円

59の２

　道交法

　に基づ

　く認知

　機能検

　査手数

　料

 ［略

］

650円

59の３　

　認知機

１人30

分につ

350円

仮運転免許に係る試験（道

交法第97条の２第１項の規

定の適用を受けない場合に

限る。）

同 2,900円 技能試験を

試験車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 4

,350円とす

る。

56の２　

　運転技

　能検査

　手数料

大型自動車仮運転免許、中

型自動車仮運転免許又は準

中型自動車仮運転免許を受

けている者に対する道交法

第89条第３項の規定による

検査

 ［略

］

3,900円 試験車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 6

,400円とす

る。

普通自動車仮運転免許を受

けている者に対する道交法

第89条第３項の規定による

検査

同 3,750円 試験車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 4

,550円とす

る。

57　審査

　手数料

 ［略

］

1,400円 試験車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 2

,850円とす

る。

58　運転

　免許証

　交付手

　数料

　［略］

仮運転免許に係る免許証 同 1,150円

59　運転

　免許証

　再交付

　手数料

　［略］

仮運転免許に係る免許証 同 1,150円

59の２

　道交法

　に基づ

　く認知

　機能検

　査手数

　料

 ［略

］

750円

59の３　

　認知機

１件に

つき

1,400円 自動車安全

運転センタ
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　能検査

　員講習

　手数料

き

60　技能

　検定員

　資格者

　証交付

　手数料

 ［略

］

1,100円

61　技能

　検定員

　審査手

　数料

大型自動車免許、中型自動

車免許又は準中型自動車免

許に係る道交法第99条の２

第４項第１号イの規定によ

る審査（以下「技能検定員

審査」という。）

 ［略

］

23,100円 技能検定員

審査を受け

ようとする

者が付表１

の左欄に掲

げる審査細

目について

の審査を免

除される者

である場合

にあっては

、付表１の

左欄に掲げ

る審査細目

の区分に応

じて、金額

の欄に定め

る額から付

表１の右欄

に定める額

を減じた額

とする。

普通自動車免許に係る技能

検定員審査

同 19,650円

特定第一種運転免許に係る

技能検定員審査

同 14,500円

大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

技能検定員審査で、これら

の免許に対応する第一種運

転免許に係る技能検定員資

格者証の交付を受けている

者に対するもの（以下「大

型自動車第二種免許等に係

る技能検定員審査」という

。）

同 21,700円

62　教習

　指導員

　資格者

　証交付

　手数料

 ［略

］

1,100円

63　教習 大型自動車免許、中型自動  ［略 14,600円 教習指導員

　能検査

　員講習

　手数料

ーが行う道

交法第97条

の２第１項

第３号イ、

第 101条の

４第２項又

は第 101条

の７第３項

の認知機能

検査の実施

に必要な知

識に関する

研修又は講

習で公安委

員会が定め

るものを受

講した者に

対する講習

にあっては

、 800円と

する。

60　技能

　検定員

　資格者

　証交付

　手数料

 ［略

］

1,150円

61　技能

　検定員

　審査手

　数料

大型自動車免許、中型自動

車免許又は準中型自動車免

許に係る道交法第99条の２

第４項第１号イの規定によ

る審査（以下「技能検定員

審査」という。）

 ［略

］

23,400円 技能検定員

審査を受け

ようとする

者が付表１

の左欄に掲

げる審査細

目について

の審査を免

除される者

である場合

にあっては

、同欄に掲

げる審査細

目の区分に

応じて、金

額の欄に定

める額から

同表の右欄

に定める額

を減じた額

とする。

普通自動車免許に係る技能

検定員審査

同 19,500円

特定第一種運転免許に係る

技能検定員審査

同 14,700円

大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

技能検定員審査で、これら

の免許に対応する第一種運

転免許に係る技能検定員資

格者証の交付を受けている

者に対するもの（以下「大

型自動車第二種免許等に係

る技能検定員審査」という

。）

同 21,500円

62　教習

　指導員

　資格者

　証交付

　手数料

 ［略

］

1,150円

63　教習 大型自動車免許、中型自動  ［略 14,550円 教習指導員
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　指導員

　審査手

　数料

車免許又は準中型自動車免

許に係る道交法第99条の３

第４項第１号イの規定によ

る審査（以下「教習指導員

審査」という。）

］ 審査を受け

ようとする

者が付表２

の左欄に掲

げる審査細

目について

の審査を免

除される者

である場合

にあっては

、付表２の

左欄に掲げ

る審査細目

の区分に応

じて、金額

の欄に定め

る額から付

表２の右欄

に定める額

を減じた額

とする。

普通自動車免許に係る教習

指導員審査

同 11,800円

特定第一種運転免許に係る

教習指導員審査

同 9,400円

大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

教習指導員審査で、これら

の免許に対応する第一種運

転免許に係る教習指導員資

格者証の交付を受けている

者に対するもの（以下「大

型自動車第二種免許等に係

る教習指導員審査」という

。）

同 12,750円

64　運転

　免許再

　試験手

　数料

準中型自動車免許に係る再

試験

 ［略

］

2,000円 道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する準中型

自動車の運

転について

必要な技能

について行

う試験を公

安委員会が

提供する自

動車を使用

して受ける

場合にあっ

ては、 4,6

50円とする

。

普通自動車免許に係る再試

験

同 1,950円 道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する普通自

動車の運転

について必

要な技能に

ついて行う

試験を公安

委員会が提

供する自動

車を使用し

て受ける場

合にあって

は、 2,850

円とする。

　指導員

　審査手

　数料

車免許又は準中型自動車免

許に係る道交法第99条の３

第４項第１号イの規定によ

る審査（以下「教習指導員

審査」という。）

］ 審査を受け

ようとする

者が付表２

の左欄に掲

げる審査細

目について

の審査を免

除される者

である場合

にあっては

、同欄に掲

げる審査細

目の区分に

応じて、金

額の欄に定

める額から

同表の右欄

に定める額

を減じた額

とする。

普通自動車免許に係る教習

指導員審査

同 11,850円

特定第一種運転免許に係る

教習指導員審査

同 9,650円

大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

教習指導員審査で、これら

の免許に対応する第一種運

転免許に係る教習指導員資

格者証の交付を受けている

者に対するもの（以下「大

型自動車第二種免許等に係

る教習指導員審査」という

。）

同 12,450円

64　運転

　免許再

　試験手

　数料

準中型自動車免許に係る再

試験

 ［略

］

1,900円 道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する準中型

自動車の運

転について

必要な技能

について行

う試験を試

験車を使用

して受ける

場合にあっ

ては、 4,4

00円とする

。

普通自動車免許に係る再試

験

同 1,750円 道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する普通自

動車の運転

について必

要な技能に

ついて行う

試験を試験

車を使用し

て受ける場

合にあって

は、 2,550

円とする。



─ 12 ─

宮　崎　県　公　報平成 30 年 ３ 月 27 日（火曜日）　号外　第 ８ 号

大型自動二輪車免許又は普

通自動二輪車免許に係る再

試験

同 1,750円 道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する大型自

動二輪車又

は普通自動

二輪車の運

転について

必要な技能

について行

う試験を公

安委員会が

提供する自

動車を使用

して受ける

場合にあっ

ては、 3,3

00円とする

。

原動機付自転車免許に係る

再試験

同 1,050円

65　運転

　免許証

　更新手

　数料

　［略］

免許証の更新（道交法第 1

01条の２の２第１項の規定

により免許証の更新の申請

をする場合に限る。）

同 2,500円

65の２　［略］

66　特定

　任意講

　習手数

　料

一般講習 １件に

つき

1,350円

チャレンジ講習 同 2,650円

特定任意高齢者講習（簡易

）

１人１

時間に

つき

1,500円

66の２　

　運転経

　歴証明

　書交付

　手数料

 ［略

］

1,000円

66の３

　運転経

　歴証明

　書再交

　付手数

　料

 ［略

］

1,000円

67　国外

　運転免

　許証交

　付手数

　料

 ［略

］

2,400円

68　講習

　手数料

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第３号に掲げる講習

同 2,100円

道交法第 108条の２第１項

第４号に掲げる講習（大型

同 4,100円

大型自動二輪車免許又は普

通自動二輪車免許に係る再

試験

同 1,650円 道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する大型自

動二輪車又

は普通自動

二輪車の運

転について

必要な技能

について行

う試験を試

験車を使用

して受ける

場合にあっ

ては、 3,1

00円とする

。

原動機付自転車免許に係る

再試験

同 1,000円

65　運転

　免許証

　更新手

　数料

　［略］

免許証の更新（道交法第 1

01条の２の２第１項の規定

により免許証の更新の申請

をする場合に限る。）

同 2,550円

65の２　［略］

66　運転

　経歴証

　明書交

　付手数

　料

 ［略

］

1,100円

66の２

　運転経

　歴証明

　書再交

　付手数

　料

 ［略

］

1,100円

67　国外

　運転免

　許証交

　付手数

　料

 ［略

］

2,350円

68　講習

　手数料

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第３号に掲げる講習

同 1,950円

道交法第 108条の２第１項

第４号に掲げる講習（大型

同 4,450円
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自動車免許、中型自動車免

許又は準中型自動車免許に

係る講習（準中型自動車免

許に係る講習にあっては、

普通自動車免許を受けてい

る者に対するものに限る。

）に限る。）

道交法第 108条の２第１項

第４号に掲げる講習（準中

型自動車免許に係る講習（

普通自動車免許を受けてい

る者に対するものを除く。

）に限る。）

同 3,400円

道交法第 108条の２第１項

第４号に掲げる講習（普通

自動車免許に係る講習に限

る。）

同 2,450円

道交法第 108条の２第１項

第５号に掲げる講習（大型

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

同 4,100円

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第６号に掲げる講習

同 1,400円

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第８号に掲げる講習

同 1,300円

道交法第 108条の２第１項

第９号に掲げる講習

同 650円

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（原動

機付自転車免許に係る講習

に限る。）

同 2,400円

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第11号に掲げる講習（道交

法第92条の２第１項の表の

備考１の４に規定する違反

運転者等に対する講習に限

る。）

　［略］ 当該講習が

道路交通法

施行令第43

条第１項の

規定に基づ

く国家公安

委員会規則

で定める道

路交通法施

行令第33条

の７第２項

の基準に該

当しない者

に対する講

習にあって

は、 800円

とする。

道交法第 108条の２第１項 同 4,650円

自動車免許、中型自動車免

許又は準中型自動車免許に

係る講習（準中型自動車免

許に係る講習にあっては、

普通自動車免許を受けてい

る者に対するものに限る。

）に限る。）

道交法第 108条の２第１項

第４号に掲げる講習（準中

型自動車免許に係る講習（

普通自動車免許を受けてい

る者に対するものを除く。

）に限る。）

同 3,500円

道交法第 108条の２第１項

第４号に掲げる講習（普通

自動車免許に係る講習に限

る。）

同 2,800円

道交法第 108条の２第１項

第５号に掲げる講習（大型

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

同 4,150円

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第６号に掲げる講習

同 1,500円

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第８号に掲げる講習

同 1,400円

道交法第 108条の２第１項

第９号に掲げる講習

同 750円

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（原動

機付自転車免許に係る講習

に限る。）

同 2,450円

　［略］

道交法第 108条の２第１項

第11号に掲げる講習（道交

法第92条の２第１項の表の

備考１の４に規定する違反

運転者等に対する講習に限

る。）

　［略］ 当該講習が

道路交通法

施行令（昭

和35年政令

第 270号）

第43条第１

項の規定に

基づく国家

公安委員会

規則で定め

る同令第33

条の７第２

項の基準に

該当しない

者に対する

講習にあっ

ては、 800

円とする。

道交法第 108条の２第１項 同 5,100円
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第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許以外の第一

種運転免許又は第二種運転

免許を受けている者に対す

る講習（道交法第97条の２

第１項第３号イ、第 101条

の４第２項又は第 101条の

７第４項の規定により認知

機能検査の結果に基づいて

行うものを除く。）に限る

。）

道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許以外の第一

種運転免許又は第二種運転

免許を受けている者に対す

る講習（道交法第97条の２

第１項第３号イ又は第 101

条の４第２項の規定により

認知機能検査の結果に基づ

いて行うものに限る。）に

限る。）

同 4,650円 当該認知機

能検査の結

果が認知症

のおそれが

あることそ

の他の認知

機能が低下

しているお

それがある

ことを示す

ものとして

道路交通法

施行規則（

昭和35年総

理府令第60

号）第39条

で定める基

準に該当す

るものにあ

っては、 7

,550円とす

る。

道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許以外の第一

種運転免許又は第二種運転

免許を受けている者に対す

る講習（道交法第 101条の

７第４項の規定により認知

機能検査の結果に基づいて

行うものに限る。）に限る

。）

同 5,650円

道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許のみを受け

ている者に対する講習（道

交法第97条の２第１項第３

号イ、第 101条の４第２項

又は第 101条の７第４項の

規定により認知機能検査の

結果に基づいて行うものを

除く。）に限る。）

同 2,000円

道交法第 108条の２第１項 同 2,000円 当該認知機

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許以外の第一

種運転免許又は第二種運転

免許を受けている者に対す

る講習（道交法第97条の２

第１項第３号イ、第 101条

の４第２項又は第 101条の

７第４項の規定により認知

機能検査の結果に基づいて

行うものを除く。）に限る

。）

道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許以外の第一

種運転免許又は第二種運転

免許を受けている者に対す

る講習（道交法第97条の２

第１項第３号イ又は第 101

条の４第２項の規定により

認知機能検査の結果に基づ

いて行うものに限る。）に

限る。）

同 5,100円 当該認知機

能検査の結

果が認知症

のおそれが

あることそ

の他の認知

機能が低下

しているお

それがある

ことを示す

ものとして

道路交通法

施行規則（

昭和35年総

理府令第60

号）第39条

で定める基

準に該当す

るものにあ

っては、 7

,950円とす

る。

道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許以外の第一

種運転免許又は第二種運転

免許を受けている者に対す

る講習（道交法第 101条の

７第４項の規定により認知

機能検査の結果に基づいて

行うものに限る。）に限る

。）

同 5,800円

道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許のみを受け

ている者に対する講習（道

交法第97条の２第１項第３

号イ、第 101条の４第２項

又は第 101条の７第４項の

規定により認知機能検査の

結果に基づいて行うものを

除く。）に限る。）

同 2,250円

道交法第 108条の２第１項 同 2,250円 当該認知機
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第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許のみを受け

ている者に対する講習（道

交法第97条の２第１項第３

号イ又は第 101条の４第２

項の規定により認知機能検

査の結果に基づいて行うも

のに限る。）に限る。）

能検査の結

果が認知症

のおそれが

あることそ

の他の認知

機能が低下

しているお

それがある

ことを示す

ものとして

道路交通法

施行規則第

39条で定め

る基準に該

当するもの

にあっては

、 4,450円

とする。

道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許のみを受け

ている者に対する講習（道

交法第 101条の７第４項の

規定により認知機能検査の

結果に基づいて行うものに

限る。）に限る。）

同 2,350円

道交法第 108条の２第１項

第13号に掲げる講習

同 12,500円 　［略］

道交法第 108条の２第１項

第14号に掲げる講習

 ［略

］

2,000円

68の２　

　特定任

　意講習

　手数料

一般講習 １件に

つき

1,350円

チャレンジ講習 同 2,650円

特定任意高齢者講習（簡易

）

１人１

時間に

つき

1,800円

　［略］

69の２　

　自動車

　運転代

　行業認

　定申請

　手数料

 ［略

］

12,000円

69の３　

　自動車

　運転代

　行業認

　定証再

　交付手

　数料

 ［略

］

1,700円

　［略］

70　自動

　車保管

　場所証

　［略］

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許のみを受け

ている者に対する講習（道

交法第97条の２第１項第３

号イ又は第 101条の４第２

項の規定により認知機能検

査の結果に基づいて行うも

のに限る。）に限る。）

能検査の結

果が認知症

のおそれが

あることそ

の他の認知

機能が低下

しているお

それがある

ことを示す

ものとして

道路交通法

施行規則第

39条で定め

る基準に該

当するもの

にあっては

、 4,300円

とする。

道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許のみを受け

ている者に対する講習（道

交法第 101条の７第４項の

規定により認知機能検査の

結果に基づいて行うものに

限る。）に限る。）

同 2,400円

道交法第 108条の２第１項

第13号に掲げる講習

同 13,200円 　［略］

道交法第 108条の２第１項

第14号に掲げる講習

 ［略

］

1,900円

　［略］

69の２　

　自動車

　運転代

　行業認

　定申請

　手数料

 ［略

］

13,000円

69の３　

　自動車

　運転代

　行業認

　定証再

　交付手

　数料

 ［略

］

1,900円

　［略］

70　自動

　車保管

　場所証

　［略］
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付表１（技能検定員審査手数料関係） 付表１（技能検定員審査手数料関係）

　明書交

　付申請

　手数料

71　自動

　車保管

　場所証

　明通知

　申請手

　数料

１件に

つき

2,200円

72　［略］

73　自動

　車保管

　場所証

　明通知

　申請に

　係る保

　管場所

　標章交

　付手数

　料

１件に

つき

550円

74　［略］

　明申請

　手数料

71　［略］

72　［略］

審　査　細　目 区　　　　　　　　　　　分

別表第２の金額

の欄に定める額

から減ずる額　

１　技能検定員とし

　て必要な自動車の

　運転技能

　［略］

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

3,600円

特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

1,300円

　［略］

　［略］

３　道交法第 108条

　の28第４項に規定

　する教則の内容と

　なっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る技能

検定員審査

2,450円

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

1,950円

特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

1,950円

４　自動車教習所に

　関する法令につい

　ての知識　

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る技能

検定員審査

2,450円

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

1,950円

特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

1,950円

５　技能検定の実施

　に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る技能

検定員審査

2,000円

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

1,950円

特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

2,500円

６　自動車の運転技 大型自動車免許、中型自動車免許 1,750円

審　査　細　目 区　　　　　　　　　　　分

別表第２の金額

の欄に定める額

から減ずる額　

１　技能検定員とし

　て必要な自動車の

　運転技能

　［略］

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

3,550円

特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

1,250円

　［略］

　［略］

３　道交法第 108条

　の28第４項に規定

　する教則の内容と

　なっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る技能

検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2,000円

特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

2,000円

４　自動車教習所に

　関する法令につい

　ての知識　

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る技能

検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2,000円

特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

2,000円

５　技能検定の実施

　に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る技能

検定員審査

2,350円

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

1,900円

特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

2,650円

６　自動車の運転技 大型自動車免許、中型自動車免許 1,800円
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付表２（教習指導員審査手数料関係） 付表２（教習指導員審査手数料関係）

審　査　細　目 区　　　　　　　　　　　分

別表第２の金額

の欄に定める額

から減ずる額　

１　教習指導員とし

　て必要な自動車の

　運転技能

　［略］

普通自動車免許に係る教習指導員

審査

3,600円

特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1,300円

　［略］

２　技能教習に必要

　な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,350円

普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1,250円

特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1,300円

　［略］

３　学科教習に必要

　な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,250円

普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1,200円

特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1,100円

４　道交法第 108条

　の28第４項に規定

　する教則の内容と

　なっている事項そ

　の他自動車の運転

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,550円

　［略］

審　査　細　目 区　　　　　　　　　　　分

別表第２の金額

の欄に定める額

から減ずる額　

１　教習指導員とし

　て必要な自動車の

　運転技能

　［略］

普通自動車免許に係る教習指導員

審査

3,550円

特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1,250円

　［略］

２　技能教習に必要

　な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,400円

普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1,300円

特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1,350円

　［略］

３　学科教習に必要

　な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,300円

普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1,250円

特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1,250円

４　道交法第 108条

　の28第４項に規定

　する教則の内容と

　なっている事項そ

　の他自動車の運転

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,600円

　［略］

　能の評価方法に関

　する知識

又は準中型自動車免許に係る技能

検定員審査

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2,100円

　［略］

　［略］

備考

　１　技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲

　　げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

　　あっては、１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別表

　　第２の61の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動

　　車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については 2,450

　　円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については 850円を、特

　　定第一種運転免許に係る技能検定員審査については 1,050円を、大型

　　自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については 3,100円を減ず

　　るものとする。

　２　技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び４の項の左欄に掲

　　げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

　　あっては、３の項及び４の項の右欄に定めるところによるほか、別表

　　第２の61の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動

　　車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については 550円

　　を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については 350円を、特定

　　第一種運転免許に係る技能検定員審査については 350円を減ずるもの

　　とする。

　能の評価方法に関

　する知識

又は準中型自動車免許に係る技能

検定員審査

普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2,050円

　［略］

　［略］

備考

　１　技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲

　　げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

　　あっては、１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別表

　　第２の61の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動

　　車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については 2,350

　　円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については 900円を、特

　　定第一種運転免許に係る技能検定員審査については 1,100円を、大型

　　自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については 2,900円を減ず

　　るものとする。

　２　技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び４の項の左欄に掲

　　げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

　　あっては、３の項及び４の項の右欄に定めるところによるほか、別表

　　第２の61の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動

　　車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については 500円

　　を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については 300円を、特定

　　第一種運転免許に係る技能検定員審査については 300円を減ずるもの

　　とする。
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　に関する知識

５　自動車教習所に

　関する法令につい

　ての知識

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,550円

　［略］

６　教習指導員とし

　て必要な教育につ

　いての知識

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,400円

　［略］

特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1,200円

　［略］

備考

　１　教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲

　　げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

　　あっては、１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別表

　　第２の63の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動

　　車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については 2,500

　　円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については 900円を、特

　　定第一種運転免許に係る教習指導員審査については 1,100円を、大型

　　自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については 3,150円を減ず

　　るものとする。

　２　教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び５の項の左欄に掲

　　げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

　　あっては、４の項及び５の項の右欄に定めるところによるほか、別表

　　第２の63の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動

　　車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については 250円

　　を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については 100円を、特定

　　第一種運転免許に係る教習指導員審査については 100円を減ずるもの

　　とする。

　に関する知識

５　自動車教習所に

　関する法令につい

　ての知識

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,600円

　［略］

６　教習指導員とし

　て必要な教育につ

　いての知識

大型自動車免許、中型自動車免許

又は準中型自動車免許に係る教習

指導員審査

1,500円

　［略］

特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1,250円

　［略］

備考

　１　教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲

　　げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

　　あっては、１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別表

　　第２の63の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動

　　車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については 2,400

　　円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については 900円を、特

　　定第一種運転免許に係る教習指導員審査については 1,100円を、大型

　　自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については 2,850円を減ず

　　るものとする。

　２　教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び５の項の左欄に掲

　　げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

　　あっては、４の項及び５の項の右欄に定めるところによるほか、別表

　　第２の63の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動

　　車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については 150円

　　を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については 150円を、特定

　　第一種運転免許に係る教習指導員審査については 150円を減ずるもの

　　とする。

　　　附　則
　この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　（１）　別表第２の61の項の備考の欄の改正規定、同表の63の項の備考の欄の改正規定及び同表の68の項の備考の欄の改正規定（「定める
　　道路交通法施行令」を「定める同令」に改める部分に限る。）　公布の日
　（２）　第３条第１項第70号の改正規定、同項第72号を同項第74号とする改正規定、同項第71号の改正規定、同号を同項第72号とし、同号
　　の次に１号を加える改正規定及び同項第70号の次に１号を加える改正規定並びに別表第２の70の項の改正規定、同表の72の項を同表の
　　74の項とする改正規定、同表の71の項を同表の72の項とし、同項の次に73の項を加える改正規定及び同表の70の項の次に71の項を加え
　　る改正規定　平成30年５月14日
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